
事務事業評価及び外部評価の考え方について

・事務事業評価及び外部評価の考え方については、「令和５年度第２回行政改革
推進本部会議（令和５年９月２６日開催）」で検討しましたので、その内容につ
いて報告します。
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資料②



事務事業評価及び外部評価の考え方について

 これまで

【目的】
事務事業を審査・評価し、効果的なスクラップ＆

ビルドを実践することで、住民サービスの向上、市
政運営の健全化、職員の負担軽減につなげる。

【進め方】
①「主要な施策の成果に関する説明書」で１ペー
ジ作成した事業のうち、一部事業（ハード事業、
全額国・県財源で実施内容に市の裁量が含まれ
ない事業）を除く事業について、自己評価という
形で「事業評価シート」を各所属が作成。

（昨年度３３０事業）

②このうち１０事業程度を外部評価の後、市ＨＰで
公表

③外部評価結果と「事業評価シート」の内容を
翌年度予算編成の参考資料とする。
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主要な施策の成果に関する
説明書

事務事業評価用に入力

「事業評価シート」

＊「主要な施策の成果に関する説明書」：地方自治法第233条第5項に基づき作成する書類であり、当該年度の主要な施策についての成果を説明するものです。



事務事業評価及び外部評価の考え方について

 これまで

【課題】
・各所属は計３００を超える事業の「事業評価シート」の作成に係る事務量が多いと感じている。
＝事務事業評価シートの作成が目的になっている。

・評価結果を翌年度予算編成に十分に反映することが難しい。一方で、評価結果を予算編成に直結させる仕組みと
すると、予算確保に有利になるような自己評価になることが懸念される。

・５００を超える全事業のうち、相互に関連性のない１０事業を外部評価の対象としており、関連する事業を含
めて総合的な外部評価になっていない。

・業務改善の一環として、これまでの事務事業評価の手法を変え、施策評価にシフト
・今年度は施策評価の手法の検討に取り組む。
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事務事業評価及び外部評価の考え方について

 令和６年度 施策（取組方
針）評価（案）

【目的】
総合計画の各施策（取組方

針）に紐づく事業が、各施策の
目指す姿に対して効果的・効率
的に実施されているかを総合的
に評価することにより、業務改
善の実現と住民サービスの向上
につなげる。
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事務事業評価及び外部評価の考え方について

 令和６年度 施策（取組方針）評価（案）

【変更点】
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項目 これまで 令和６年度（案）

目的
スクラップ＆ビルド→市民
サービスの向上

業務改善→市民サービスの
向上

評価対象 事業単位 施策（取組方針）単位

評価シートの作成を行う事
業数

３００事業程度 ２０事業程度

外部評価を行う事業数
１０事業程度
（相互関連なし）

１０事業程度
（相互関連あり）

評価結果の公表方法 市HP 市HP、市広報

・これまでの広く多くの事業を評価するという仕組みから、業務改善に繋げる仕組みへ



事務事業評価及び外部評価の考え方について

９月

１０月

１１月

１２月

１月

外部評価委員会

市ホームページに公開、市広報に掲載

各所属が評価シート作成
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 令和６年度 施策（取組方針）評価（案）

【スケジュール】

・具体的な施策評価の手法・様式等については、今年度末～来年度前半に行政改革推進委員会で提案する。
・これまでの「事業評価シート」は「主要な施策の成果に関する説明書」と連動した様式となっていたが、
事務事業評価をやめ、施策評価にシフトすることに伴い、「主要な施策の成果に関する説明書」とは切
り離したものとする。


